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１ 利用者実績 

 令和５年度 １日平均 約４２.４人【対年度比＋０.３人】 

 令和５年度 １循環当たり 平均５.３人【対前年度比＋０.４人】 

 

年月 
利用人数

（人） 

1循環あた

り（人） 
年月 

利用人数

（人） 

1循環あた

り（人） 
年月 

利用人数

（人） 

1循環あた

り（人） 

R3.4 1,306 5.44 R4.4 1,322 5.51 R5.4 1,282 5.34 

R3.5 1,108 4.47 R4.5 1,216 4.9 R5.5 1,257 5.07 

R3.6 1,189 4.95 R4.6 1,253 5.22 R5.6 1,255 5.23 

R3.7 1,408 5.68 R4.7 1,171 4.72 R5.7 1,344 5.42 

R3.8 1,287 5.36 R4.8 1,516 6.11 R5.8 1,327 5.35 

R3.9 1,146 4.78 R4.9 1,129 4.87 R5.9 1,255 5.23 

R3.10 1,513 6.10 R4.10 1,434 5.78 R5.10 1,256 5.06 

R3.11 1,426 5.94 R4.11 1,218 5.08 R5.11 1,320 5.50 

R3.12 1,450 5.85 R4.12 1,164 5.02 R5.12 1,311 5.29 

R4.1 983 4.24 R5.1 1,000 4.46 R6.1 1,101 4.75 

R4.2 988 4.41 R5.2 1,188 5.5 R6.2 1,283 5.53 

R4.3 1,459 5.88 R5.3 1,446 5.83 R6.3 1,456 5.87 

合計 15,263 平均 5.26 合計 15,057 平均 5.26 合計 15,447 平均 5.30 

 

 

２ 利用者の推移 
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３ 停留所ごとの乗降車人数（令和５年４月～令和６年３月） 

※乗降車人数の多い順に掲載 （単位：人） 

停留所名 乗降車人数 乗車人数 降車人数 

上原西（サングリーン前） 3,384 1,516 1,868 

三次駅前 2,936 1,729 1,207 

三次もののけミュージアム 2,213 1,345 868 

生協団地入口 803 589 214 

三次市民ホール（きりり） 699 268 431 

三次小学校前 648 415 233 

市立図書館前（福祉保健センター前） 610 282 328 

畠敷 579 329 250 

麻原 564 191 373 

商工会議所前 518 250 268 

下新町（フレスポ前） 505 133 372 

三次高校前 472 225 247 

稲荷町 453 290 163 

ＲＣＣ中継前 377 60 317 

本通り（フードセンター前） 373 226 147 

水明園前 343 54 289 

西町 319 213 106 

上原北 286 20 266 

三次市役所 284 102 182 

ＪＡ三次 279 98 181 

南畑敷町 245 29 216 

塩迫 206 168 38 

巴橋西詰 206 173 33 

三次ワイナリー 199 113 86 

ＮＴＴ前 172 73 99 

資料館前（辻村寿三郎人形館前） 168 69 99 

八次駅前 131 92 39 

三次医療センター 126 60 66 

奥田元宋・小由女美術館前 112 31 81 

住吉神社 110 27 83 

巴橋 106 38 68 

上原 95 76 19 

岡竹口 63 20 43 

南大下 48 8 40 

三次市防災センター 24 17 7 

十日市南 6 2 4 

合計 18,662 9,331 9,331 
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４ 区間ごとの利用者数（令和５年４月～令和６年３月） 

（単位：人） 

区間名 利用者数（合計） 利用者数（平日） 利用者数（休日） 

三次もののけミュージアム ～ 上原西 401 323 78 

三次駅 ～ 三次もののけミュージアム 355 240 115 

三次もののけミュージアム ～ 三次駅 340 237 103 

生協団地入口 ～ 上原西 198 187 11 

三次駅 ～上原西 177 141 36 

三次駅 ～ 三次市民ホール 171 127 44 

上原西 ～ 三次もののけミュージアム 164 139 25 

生協団地入口 ～ 上原北 159 156 3 

三次小学校前 ～ 上原西 151 88 63 

巴橋西詰 ～ 上原西 136 101 35 

上原西 ～ 畠敷 136 135 1 

三次もののけミュージアム ～ 麻原 120 119 1 

三次もののけミュージアム ～ 下新町 119 94 25 

市立図書館前 ～ 上原西 118 103 15 

上原西 ～ 水明園前 118 97 21 

上原西 ～ 生協団地入口 118 111 7 

上原西 ～ 市立図書館前 115 104 11 

稲荷町 ～ 上原西 111 76 35 

上原西 ～ 麻原 111 106 5 

塩迫 ～ 三次もののけミュージアム 103 102 1 

※上位２０区間のみ抜粋 
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第２回三次市地域公共交通会議（令和６年６月２６日開催）において承認された「令和７年度地

域内フィーダー系統確保維持計画」（対象期間：令和６年１０月１日から令和７年９月３０日まで）

について，申請後の広島運輸支局及び中国運輸局本局の審査の際に修正した内容について報告する

もの。 

 

１ 修正した内容 

 ⑴「作木線①（三次工業団地～羽須美支所～伊賀和志上）」を削除 

  令和２年１１月「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の改正により，地域公共交通

計画と補助制度の連動が要件化されました。これまで経過措置期間が設けられていましたが，経

過措置期間が終了する１０月以降の補助制度については，地域公共交通計画と補助制度が連動化

している必要があります。 

地域公共交通計画と補助制度の連動化に際して，自治体間をまたぐ系統の地域公共交通計画

は，「複数市町村で単一の交通計画を作成する」又は「複数市町村でそれぞれ交通計画を作成す

る」となっており，作木線①については，「三江線沿線地域公共交通計画」により「複数市町村で

単一の交通計画を作成する」の要件を，「三次市地域公共交通計画」及び「邑南町地域公共交通網

形成計画」により「複数市町村でそれぞれ交通計画を作成する」のいずれの条件も満たしてい

る。 

  作木線①については，三江線沿線地域公共交通計画に紐づく「三江線沿線地域利便増進実施計

画」を策定していることによる特例措置によりフィーダー系統に位置づけられていることから，

利便増進実施計画の策定主体である三江線沿線活性化協議会から申請するため，沿線市町である

三次市及び邑南町からは申請しないこととした。 

 

 ⑵「２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 ⑴事業の目標」について，各補助系

統の収支率・公的負担額の目標値を記載 

  ▸  別紙  令和７年度地域内フィーダー系統確保維持計画 ３～４ページ参照 

 

 ⑶「５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額，負担者及びその負担額」について，各

補助系統の費用総額の修正 

▸  別紙  令和７年度地域内フィーダー系統確保維持計画 ５～６ページ参照 

報告事項２ 令和７年度地域内フィーダー系統確保維持計画の一部修正について 
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有限会社君田交通が運行する三江線代替バス「川の駅三次線」の利便性向上のため，商業施設（フレ

スポ三次プラザ）前に停留所を新設しようとするもの。 

ただし，当該停留所前の国道１８３号線は拡幅工事中であるため，当面の間は，往路運行時（三次駅

前方面行き）に利用できるものとし，降車専用（クローズドドアシステム）とする。 

 

１ 川の駅三次線の路線図・停留所位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 停留所の新設に係る路線 

 川の駅三次線（運行事業者：有限会社君田交通（広島県三次市君田町東入君 682番地 1）） 

 

３ 新設しようとする停留所 

 下新町（所在地：広島県三次市十日市南 1丁目 10先） 

 ※当該停留所は，備北交通株式会社が運行する市街地循環バス「くるるん」の停留所として既に設置

されており，有限会社君田交通が許可を受け，使用させていただくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議事項１ 三江線代替バス「川の駅三次線」の停留所の新設について 
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４ 新設しようとする停留所の付近図・付近写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 運行時刻表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 実施（停留所の新設）予定日 

 令和６年１０月１日（火） 

 

７ その他 

停留所の新設に伴う，運行距離（系統キロ程）の変更はなし。 

付近図 付近写真１ 

付近写真２ 

令和5年4月1日改正 令和6年10月1日改正（案）

停 留 所 名 第1便 第2便 第3便 第4便 第5便 停 留 所 名 第1便 第2便 第3便 第4便 第5便

川の駅 常清 6:55 8:50 12:50 15:30 18:15 川の駅 常清 6:55 8:50 12:50 15:30 18:15

三 国 橋 6:56 8:51 12:51 15:31 18:16 三 国 橋 6:56 8:51 12:51 15:31 18:16

カヌー公園前 7:00 8:55 12:55 15:35 18:20 カヌー公園前 7:00 8:55 12:55 15:35 18:20

香 淀 7:02 8:57 12:57 15:37 18:22 香 淀 7:02 8:57 12:57 15:37 18:22

香 淀 駅 ↓ 8:59 12:59 ↓ ↓ 香 淀 駅 ↓ 8:59 12:59 ↓ ↓

門田トンネル上 7:05 9:02 13:02 15:40 18:25 門田トンネル上 7:05 9:02 13:02 15:40 18:25

唐 香 7:09 9:06 13:06 15:44 18:29 唐 香 7:09 9:06 13:06 15:44 18:29

日 下 7:17 9:14 13:14 15:52 18:37 日 下 7:17 9:14 13:14 15:52 18:37

三 次 駅 前 7:28 9:25 13:25 16:03 18:48 下 新 町 7:27 9:24 13:24 16:02 18:47

三 次 駅 前 7:28 9:25 13:25 16:03 18:48

停 留 所 名 第1便 第2便 第3便 第4便 第5便 停 留 所 名 第1便 第2便 第3便 第4便 第5便

三 次 駅 前 7:50 11:35 14:30 17:05 19:10 三 次 駅 前 7:50 11:35 14:30 17:05 19:10

日 下 8:00 11:45 14:40 17:15 19:20 下 新 町 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

唐 香 8:08 11:53 14:48 17:23 19:28 日 下 8:00 11:45 14:40 17:15 19:20

門田トンネル上 8:12 11:57 14:52 17:27 19:32 唐 香 8:08 11:53 14:48 17:23 19:28

香 淀 駅 ↓ ↓ 14:55 17:30 ↓ 門田トンネル上 8:12 11:57 14:52 17:27 19:32

香 淀 8:15 12:00 14:57 17:32 19:35 香 淀 駅 ↓ ↓ 14:55 17:30 ↓

カヌー公園前 8:17 12:02 14:59 17:34 19:37 香 淀 8:15 12:00 14:57 17:32 19:35

三 国 橋 8:21 12:06 15:03 17:38 19:41 カヌー公園前 8:17 12:02 14:59 17:34 19:37

川の駅 常清 8:22 12:07 15:04 17:39 19:42 三 国 橋 8:21 12:06 15:03 17:38 19:41

川の駅 常清 8:22 12:07 15:04 17:39 19:42

※復路は通過

作木方面ゆき 作木方面ゆき

※降車のみ

改正時刻（令和5年4月1日から） 改正時刻（令和6年10月1日から）

三次方面ゆき 三次方面ゆき
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 協議事項１「三江線代替バス『川の駅三次線』の停留所の新設について」に伴い，系統の新設及び運 

行回数の変更をしようとするもの。 

 

１ 新設しようとする系統 

系統番号 起点 経過地 終点 系統キロ程 

999-93 川の駅常清（港別） 香淀駅・（R375）・下新町 三次駅前 23.9km 

999-94 川の駅常清（港別） （R375）・下新町 三次駅前 22.9km 

 

２ 運行回数を変更しようとする系統              ※片道１運行あたり，0.5回換算 

系統番号 変更前 変更後 

999-91（    ） 2.0回 1.0回 

999-92（    ） 3.0回 1.5回 

999-93（    ） － 1.0回 

999-94（    ） － 1.5回 

合計 5.0回 5.0回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 実施（系統の新設，運行回数の変更）予定日 

 令和６年１０月１日（火） 

協議事項２ 三江線代替バス「川の駅三次線」の系統の新設について 

協議事項３ 三江線代替バス「川の駅三次線」の運行回数の変更について 

令和5年4月1日改正 令和6年10月1日改正（案）

停 留 所 名 第1便 第2便 第3便 第4便 第5便 停 留 所 名 第1便 第2便 第3便 第4便 第5便

川の駅 常清 6:55 8:50 12:50 15:30 18:15 川の駅 常清 6:55 8:50 12:50 15:30 18:15

三 国 橋 6:56 8:51 12:51 15:31 18:16 三 国 橋 6:56 8:51 12:51 15:31 18:16

カヌー公園前 7:00 8:55 12:55 15:35 18:20 カヌー公園前 7:00 8:55 12:55 15:35 18:20

香 淀 7:02 8:57 12:57 15:37 18:22 香 淀 7:02 8:57 12:57 15:37 18:22

香 淀 駅 ↓ 8:59 12:59 ↓ ↓ 香 淀 駅 ↓ 8:59 12:59 ↓ ↓

門田トンネル上 7:05 9:02 13:02 15:40 18:25 門田トンネル上 7:05 9:02 13:02 15:40 18:25

唐 香 7:09 9:06 13:06 15:44 18:29 唐 香 7:09 9:06 13:06 15:44 18:29

日 下 7:17 9:14 13:14 15:52 18:37 日 下 7:17 9:14 13:14 15:52 18:37

三 次 駅 前 7:28 9:25 13:25 16:03 18:48 下 新 町 7:27 9:24 13:24 16:02 18:47

三 次 駅 前 7:28 9:25 13:25 16:03 18:48

停 留 所 名 第1便 第2便 第3便 第4便 第5便 停 留 所 名 第1便 第2便 第3便 第4便 第5便

三 次 駅 前 7:50 11:35 14:30 17:05 19:10 三 次 駅 前 7:50 11:35 14:30 17:05 19:10

日 下 8:00 11:45 14:40 17:15 19:20 下 新 町 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

唐 香 8:08 11:53 14:48 17:23 19:28 日 下 8:00 11:45 14:40 17:15 19:20

門田トンネル上 8:12 11:57 14:52 17:27 19:32 唐 香 8:08 11:53 14:48 17:23 19:28

香 淀 駅 ↓ ↓ 14:55 17:30 ↓ 門田トンネル上 8:12 11:57 14:52 17:27 19:32

香 淀 8:15 12:00 14:57 17:32 19:35 香 淀 駅 ↓ ↓ 14:55 17:30 ↓

カヌー公園前 8:17 12:02 14:59 17:34 19:37 香 淀 8:15 12:00 14:57 17:32 19:35

三 国 橋 8:21 12:06 15:03 17:38 19:41 カヌー公園前 8:17 12:02 14:59 17:34 19:37

川の駅 常清 8:22 12:07 15:04 17:39 19:42 三 国 橋 8:21 12:06 15:03 17:38 19:41

川の駅 常清 8:22 12:07 15:04 17:39 19:42

改正時刻（令和5年4月1日から） 改正時刻（令和6年10月1日から）

三次方面ゆき 三次方面ゆき

作木方面ゆき 作木方面ゆき
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４ 運行系統図 
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下新町4.8 0.4
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前

1.3

0.9
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2.0 1.9

1.5

※　川の駅常清（港別）～日下までフリー乗降区間

川の駅常清

(港別）

0.7

三国橋

3.3

川の駅常清(港別） （Ｒ375）・下新町 三次駅前 22.9 1.5 1.5
新設停留所

999-93 川の駅常清(港別） 香淀駅・（Ｒ375）・下新町 三次駅前 23.9 1.0 1.0 1.0

999-94

1.0

999-92 川の駅常清(港別） （Ｒ375） 三次駅前 22.9 1.5 1.5 1.5

平日 土曜 日祝

999-91 川の駅常清(港別） 香淀駅・（Ｒ375） 三次駅前 23.9 1.0 1.0

運行系統図 　（川の駅三次線）　　令和６年10月１日～ 起終点

系統番号 起点 経由地 終点 系統キロ
運行回数

既設停留所

三次駅前

3.3 7.2 5.2

※　川の駅常清（港別）～日下までフリー乗降区間

門田トンネ

ル上
唐香 日下

カヌー公園

前

1.3

0.9

香淀駅 香淀

2.0 1.9

川の駅常清

(港別）

0.7

三国橋

3.3

新設停留所

2.0

999-92 川の駅常清(港別） （Ｒ375） 三次駅前 22.9 3.0 3.0 3.0

平日 土曜 日祝

999-91 川の駅常清(港別） 香淀駅・（Ｒ375） 三次駅前 23.9 2.0 2.0

運行系統図 　（川の駅三次線）　　～令和６年９月30日 起終点

系統番号 起点 経由地 終点 系統キロ
運行回数

既設停留所
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三次市が委託し，有限会社三和タクシーが運行する三次市民バス「三和町線」の利便性向上のため，

フリー乗降区間の設定をしようとするもの。 

 

（フリー乗降とは） 

バスの停留所以外でも，路線上の任意の場所でバスに乗降できる制度。自由乗降制とも呼ばれて

おり，対象区間をフリー乗降区間と称する。交通量が多い区間などは，安全性の観点からフリー乗

降区間に設定することができない。 

 

１ 三次市民バス「三和町線」の概要 

 ▸１１ページ参照 

 

２ フリー乗降の設定をしようとする区間 

 三次市民バス「三和町線」４コース（下板木コース，敷名コース，上山コース，板木コース）のすべ

ての区間 

 ▸１２～１５ページ参照 

 

３ フリー乗降区間の設定をしようとする運行事業者 

 有限会社三和タクシー（広島県三次市三和町敷名４７９１番地２） 

 

４ 実施（フリー乗降区間の設定）予定日 

 令和６年１０月１日（火） 

 

５ その他 

 フリー乗降区間の設定に伴う，運行距離，所要時間（運行時刻）及び運賃の変更はなし。 

 

 

 

 

 

  

協議事項４ 三次市民バス「三和町線」のフリー乗降区間の設定について 
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